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第５節　第３次青森県循環型社会形成推進計画

１　計画の概要

　本県では、平成18年３月に「青森県循環型社会形成推

進計画」を、平成23年３月に「第２次青森県循環型社会

形成推進計画」を策定し、本県の地域性を生かした循環

型社会の形成を目指し、様々な取組を進めてきましたが、

第２次計画は平成27年度までの計画であることから、こ

れに引き続き、平成28年３月に「第３次青森県循環型社

会形成推進計画」（計画期間：平成28年度～平成32年度）

を策定しました。

　この計画は、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用及

び適正処理を基本に、資源の消費抑制を図り、限りある

資源を有効に活用する「資源循環」の観点を取り入れ、

廃棄物処理計画を包含した計画として、循環型社会の形

成に向けて、県、市町村、県民、事業者等の各主体が果

たす役割を明らかにするとともに、循環型社会実現のた

めの取組を総合的かつ計画的に推進することにより、本

県の地域性を生かした循環型社会の形成を目指すことを

目的としています。

２   廃棄物の現状と目標

⑴　一般廃棄物

　　一般廃棄物についての本県の平成27年度の状況は、

　①　１人１日当たりの排出量が1,026ｇ（全国939ｇ）

　②　リサイクル率が15.0％（全国20.4％）

　③　１人１日当たりの最終処分量が109ｇ（全国89ｇ）

　 となっており、全国値と比較して下位の状況にありま

す。

　 　原因としては、分別収集が十分に進んでいない市町

村が見られることや事業系ごみの排出量が多いことな

どが考えられます。

　 　「第３次青森県循環型社会形成推進計画」では、平

成32年度までに、①１人１日当たりの排出量980g、②

リサイクル率25％、③１人１日当たりの最終処分量

109gにするとの目標を掲げています。一般廃棄物の排

出状況等について、全国値との格差を縮小するため、

ごみの排出抑制、リサイクル率の向上、最終処分量の

削減に向け、市町村と連携した取組をさらに進めてい

く必要があります。

⑵　産業廃棄物

　 　産業廃棄物について平成25年度の状況を平成20年度

と比較すると、

　① 　排出量は、292万トンから294万９千トンとほぼ横

ばいとなっています。この理由として、建設業や電

気・水道業の排出量は増加したものの、製紙業の排

出量が減少したことが要因と考えられます。平成32

年度における目標は平成25年度より約4.1％増の306

万９千トンに抑制することとしており、今後も発生

抑制の取組を進める必要があります。

　② 　再生利用量は、136万６千トンから140万１千トン

に増加しています。この理由として、再生利用率の

高い建設業からの排出量の増加が主な要因と考えら

れます。平成32年度までの目標は146万９千トンと

なっており、引き続き再生利用の推進を図る必要が

あります。

　③ 　最終処分量は、６万４千トンから６万１千トン

に減少しています。平成32年度における目標は

６万１千トンとなっており、今後も、３Ｒの取組を

進め、最終処分の抑制を図る必要があります。

３ 　本県が目指す循環型社会のイメージと計画

の推進

　本県が目指す中長期的な循環型社会の姿を次のように

イメージし、その実現に努めます。

　① 　「もったいない」の考え方に即したライフスタイル・

ビジネススタイルへの転換

　②　地域の特性に応じた地域循環圏の構築

　③ 　環境に配慮した事業活動とリサイクル製品の普及

拡大

　④　自然との共生と適正な物質循環の確保

　県は県内全体を対象とする広域的な視点から、また、

市町村は地域の特性を踏まえ、地域に密着した取組をす

ることを基本とし、それぞれの立場に応じたコーディネー

ターとしての役割を果たしていく必要があります。

　また、循環型社会づくりの担い手である県民、事業者、

ＮＰＯ等の民間団体の各主体が、それぞれの役割の下、

県民総参加で主体的に循環型社会形成のための目標実現

を目指して取り組んでいくことが必要です（図１－２－

８）。
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

図１－２－８　本県が目指す循環型社会と各主体の役割・取組

《県》 《市町村》
○ 一般廃棄物の３Ｒの推進 ○ ごみ減量やリサイクル率向上に向けた取組の重点化
○ 産業廃棄物の３Ｒの推進 ○ 地域特性に対応した３Ｒの推進
○ リサイクル関連産業の振興 ○ 一般廃棄物処理の計画的な取組の推進
○ 環境公共の推進 ○ 環境教育・環境学習の推進
○ 廃棄物の適正処理の推進
○ 不法投棄対策の推進
○ 環境教育・環境学習の推進
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第６節　県の率先行動

資料：県環境政策課

１　環境マネジメントシステム

　今日の環境問題は、日常生活や事業活動と密接に関連

しており、その解決に向けて社会全体での取組が求めら

れています。

　環境マネジメントシステムは、事業者において毎日の

事業活動を行いつつ、事業活動から生じる環境への負荷

を継続的に低減していく仕組として、これまで多くの企

業や自治体で導入されています。

　本県では、平成13年３月にＩＳＯ14001の認証を取得し、

組織として環境保全に対する取組を推進してきました

が、平成22年３月でＩＳＯ14001の認証を終了し、平成22

年度からは、これまでのノウハウを生かし効率化を図っ

た環境マネジメントシステム（地球にやさしい青森県行

動プラン）を構築し、引き続き環境への負荷の低減に努

めています。

２　地球にやさしい青森県行動プラン

　平成11年４月に施行された地球温暖化対策推進法で

は、地方公共団体に対して自らの事務・事業における温

室効果ガス排出量の削減を目的とした実行計画の策定を

義務付けています。

　県では、平成10年３月に知事部局を対象として「青森

県環境保全率先行動計画」を策定し、自らの環境負荷低

減に向けた取組を進めてきたところですが、同法に基づ

く実行計画として、内容の充実強化を図るとともに、対

象範囲を県のすべての機関に拡大し、平成12年９月に新

たな行動計画となる「地球にやさしい青森県行動プラン

（第１期計画）」を策定しました。

　第１期計画（計画期間：平成12 ～ 16年度）では、県

の事務・事業から排出される温室効果ガスの排出量を平

成11年度を基準として平成16年度までに７％削減するこ

とを目標としていましたが、電気使用量の増加などによ

り基準年度比2.4％の削減にとどまったことから、 第２期

計画（計画期間：平成17 ～ 21年度）では、平成16年度

を基準として平成21年度までに4.7％削減（第１期計画の

未達成分を削減）することを目標とし、省エネルギー・

省資源対策を推進した結果、16.3％の削減となりました。

　第３期計画（計画期間：平成22年度～ 26年度）では、

平成21年度を基準として、温室効果ガスの排出量を平成

26年度までに5.0％削減することを目標として取組を進め

た結果、平成26年度実績では基準年度比5.7％の削減とな

りました。

　平成27年度に策定した第４期計画（計画期間：平成27

年度から31年度）では、平成26年度を基準として、温室
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表１－２－１　知事サミット開催概要（関係分）

表１－２－２　知事サミット合意事項一覧（関係分）

サミット名 開催時期 開催地 テーマ 環境関連
合意事項数

第２回北東北知事サミット（３県） Ｈ10．10．22 岩手県滝沢村 環　境 ６項目

第４回北東北知事サミット（３県） Ｈ12．10．16 青森県黒石市 食料・子ども １項目

第５回北海道・北東北知事サミット Ｈ13．９．14 岩手県花巻市 循環型社会形成に向けて ６項目

第６回北海道・北東北知事サミット Ｈ14．８．23 秋田県小坂町 21世紀型の健康 ２項目

第12回北海道・北東北知事サミット Ｈ20．８．29 青森県青森市 環境とエネルギー １項目

　資料：県環境政策課

第２回北東北知事サミット合意事項（平成10年度）

１ 　３県の連携・協力に向けた仕組
みづくり

１   「北東北環境フォーラム｣ の設置
２   共同研究開発に向けた仕組みづくり
３   環境情報ネットワークシステムの構築

２ 　環境教育・自然とのふれあいの
推進

１   ｢子ども環境サミット｣ の開催
２   児童向け啓発冊子の作成等
３   自然とのふれあい促進

３ 　中山間地域の維持と ｢環境の 
世紀｣ にふさわしい産業の確立

１   公益的機能の保持と国民的なコンセンサスの形成
２   環境調和型産業の振興
３   持続可能な森林経営に向けた調査・ 研究
４   多自然居住地域の形成

４　北東北の恵まれた自然環境の
　保全・創造

１   ｢緑のグランドデザイン｣ の策定
２   十和田湖の水質保全対策の推進

５　ゼロエミッション型社会の構築 １   ３県の率先行動
２   廃棄物の再資源化・再利用の促進

６ 　環境ホルモン等の環境問題への
対応

１   地球環境問題に関する共同研究等
２   いわゆる環境ホルモン等の化学物質に関する調査・研究

第７節　北海道・北東北３県の連携
　青森県、岩手県及び秋田県の北東北の知事が一堂に会

し、共通の政策課題等について意見交換を行うことによ

り、相互の連携及び交流の促進を図り、もって本地域の

発展に資することを目的に、平成９年度から北東北知事

サミットが開催されています。

　平成13年度の第５回知事サミットからは、さらに北海

道も加わり４道県の知事サミットとして開催されていま

す。

　なお、これまで環境分野に係る合意がなされたサミッ

トの開催概要は表１－２－１、合意事項は表１－２－２

のとおりです。 

効果ガスの排出量を平成31年度までに5.0％削減すること

を目標としており、平成28年度実績では、電気使用量は

基準年度比0.1％の増、重油使用量が同比2.1％の増、灯油

使用量が同比3.2％の増となり、全体として温室効果ガス

排出量は同比0.5％増となりました。（資料編表６）。

　また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律」（グリーン購入法）が平成13年４月に全面施行さ

れたことを受け、平成14年度から「青森県環境物品等調

達方針」 を策定し、本プランで優先的購入に取り組んで

きた物品等に加え、国がグリーン購入法に基づき特定調

達品目として定めた物品、役務、設備、公共工事も新た

に対象として、これらの調達に取り組んでいます （資料

編表７）。
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第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

第８節　環境保全基金事業

第４回北東北知事サミット合意事項（平成12年度）

１　産業廃棄物対策の広域的な対応 １　広域的な産業廃棄物対策を推進するための体制整備
２　３県連携による産業廃棄物不適正処理の監視指導
３　災害廃棄物等に備えた県境を越えた広域的な処理体制の構築
４　県境地域における不法投棄等情報ネットワークの構築
５　不法投棄等に関与する隣県の業者、施設等への立入検査等の連携

第５回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成13年度）

１ 　水と緑を守る条例の整備への取
組と税制研究

・森や川、海などにかかわる環境保全に関する条例の整備 
・諸施策の財源確保等に係る新税の創設に関する共同研究

２ 　二酸化炭素削減目標への対応 二酸化炭素排出量及び吸収量の算定手法、削減対策の効果を検証する手法等
に関する調査研究

３ 　農業用廃プラスチック問題への
対応

農業用廃プラスチックのリサイクルの推進のための情報交換、共同の取組

４ 　食品廃棄物のリサイクル問題へ
の対応

食品廃棄物の処理体制、リサイクル手法等の検討、情報ネットワークの構築

５ 　地域資源のエネルギーとしての
有効利用

地域資源を活用したバイオマスエネルギーに係る研究情報の交換や成果の共 
有化、共通課題の解決に向けた取組

６ 　経済的手法等の活用による産業
廃棄物対策

産業廃棄物税や搬入課徴金による経済的手法を活用した制度整備、県外搬入
事前協議の義務化等の取組

第６回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成14年度）

１ 　｢十和田湖水質・生態系改善行
動指針｣ に基づく取組の強化

汚濁負荷削減のための調査研究を行うなどの取組を推進

２ 　経済的手法等の活用による産業 
廃棄物対策

１ 　産業廃棄物の埋立量に応じて課税する枠組みのもと、産業廃棄物減量化・ 
リサイクル促進税制に係る制度の整備を平成14年度中に行う。
２ 　搬入事前協議の条例化及び環境保全協力金制度の整備を平成14年度中に
行う。

第12回北海道・北東北知事サミット合意事項（平成20年度）

１ 　持続可能な社会の実現に向けた
北海道・北東北行動宣言

１   北海道・北東北地球温暖化対策推進本部（仮称）の設置
２   再生可能エネルギー導入先進地域の形成に向けた取組の推進
３   森林環境の整備促進に向けた情報の共有化
４   有用資源リサイクルの促進

　資料：県環境政策課

　都市・生活型公害及び地球環境問題に象徴される現在

の環境問題は、我々の日常生活及び社会経済活動に深く

関わっているため、個人、企業、団体等社会を構成する

あらゆる主体が、それぞれの役割を理解し、環境に配慮

した取組を積極的に推進する必要があります｡

　このため、県民に対する環境保全に関する知識の普及

啓発及び地域住民が行う環境保全のための実践活動に対

する支援等により環境の保全を図ることを目的として、

県では、平成２年３月に２億円の国庫補助を得て、４億

円の「青森県環境保全基金」を設置しました｡

　その後、平成４年11月に６億円、平成５年３月に５億

円、平成５年４月に５億円、平成７年３月に10億円を積

み増して総額30億円とし、その運用益を原資とした事業

の充実・拡大を図り、地域に根差した様々な環境保全活

動を展開してきました｡

　さらに、平成21年度からは、県の厳しい財政状況を踏

まえるとともに、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

削減、廃棄物のリサイクルなどの取組の一層の強化や、

県境不法投棄事案への対応など、県として喫緊の課題で

ある環境保全対策に重点的に取り組むため、従来の運用

益を原資とする果実運用型から、基金そのものを処分す

ることができる取崩型の基金に転換したところであり、

平成25年度までに緊急の環境保全対策として、あおもり

の環境を創造する人づくり、省エネルギー型の地域社会

づくり、廃棄物の３Ｒの推進、廃棄物の適正処理などの

各種事業に活用するため、10億円を処分し、平成28年度

においては、表１－２－３の事業に活用しました。 
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第９節　公害防止協定

第10節　公害防止管理者等

第11節　各種審議会等

１　公害防止協定の意義

　公害防止協定は、公害の防止を主な目的として地方公

共団体又は地域住民と企業との間で締結されるもので、

協定書、覚書、確約書等その名称は様々です｡

　公害防止協定は、法律及び条例による一律的な規制に

比べ地域の実情に即したきめ細かな公害防止対策が実施

できること、法律や条例による規制だけでは不十分と認

められるときにそれを補完するものとして有効であるこ

となどから、その機能が重要視されています。

　本県においても、市町村等と企業との公害防止協定締

　「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」

は､ 特定工場において､ 公害防止に関する専門的知識及

び技能を有する公害防止管理者と業務を統括管理する公

害防止統括者等からなる公害防止組織の設置を義務付け

１　青森県環境審議会 

　本県における公害防止対策に関する重要事項を調査審

議するため、昭和41年７月に青森県附属機関に関する条

例により青森県公害対策審議会が設置され、昭和42年８

月の公害対策基本法の施行に伴い、同法に基づく附属機

関とされました。

　昭和60年７月には、地方公共団体の事務に係る国の関

与等の整理合理化等に関する法律が公布されたことに

よって、水質汚濁防止法の一部改正が行われたことから、

昭和61年１月12日に青森県水質審議会が青森県公害対策

審議会へ統合されました。

結を推進するとともに、県自ら、公害防止のため必要と

認められる企業と公害防止協定を締結しています｡

２　公害防止協定の締結状況

　平成29年３月31日現在の県内の公害防止協定の締結件

数は161件であり、このうち県、市村及び企業の３者が

当事者となっているものが13件、市町村と企業が当事者

となっているものが136件、地域住民等と企業が当事者

となっているものが８件、市町村、地域住民等及び企業

の３者が当事者となっているものが４件となっています

（資料編表８）。 

ています｡

　平成29年３月31日における特定工場数は152工場であ

り、 公害防止管理者等の選任に係る届出状況は､ 資料編

表９のとおりです｡  

　また、平成５年11月19日に公布・施行された環境基本

法及び環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律により、青森県附属機関に関する条例及び規則の

一部改正を行い、平成６年８月１日をもって青森県公害

対策審議会を廃止し、新たに青森県環境審議会を設置し

ました。

　さらに、平成18年９月１日には、青森県環境審議会と

青森県自然環境保全審議会との統合により、新たに青森

県環境審議会を設置しました。

　青森県環境審議会の担当する事務は、環境基本法第43

条第１項の規定による環境の保全に関する基本的事項の

調査審議等をすること、自然環境保全法第51条第２項の

表１－２－３　平成28年度環境保全基金事業

事　業　名 事　　業　　概　　要

青森県地球温暖化防止行
動推進事業費

　平成23年度から平成32年度までの10年間を計画期間とする「青森県地球温暖化対策推
進計画」について、国において削減目標の見直しが行われたことなどを踏まえ、県の計
画の見直しに着手し策定作業を進めた。
　環境に対する県民・事業者意識等実態調査及び青森県地球温暖化推進計画見直しに係
る排出削減量等推計を実施し、外部有識者等で構成する「青森県地球温暖化対策推進協
議会」を開催した。

　資料：県環境政策課
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第
２
章

第２章　環境保全対策の総合的な取組の推進

表１－２－４　青森県環境審議会の開催状況

回次 開催年月日 区分 審　　議　　等　　事　　項

第26回 H28．11．22

諮問

答申
１）水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定（案）について

報告
１）平成28年版環境白書について
２）赤石渓流暗門の滝県立自然公園の公園区域及び公園計画の変更について

第27回 H29．２．８
諮問

答申

１）平成29年度公共用水域の水質の測定に関する計画（案）について
２）平成29年度地下水の水質の測定に関する計画（案）について
３）赤石渓流暗門の滝県立自然公園の区域及び公園計画の変更について
４）第12次野鳥保護管理事業計画（案）について
５）第２次第二種特定鳥獣管理計画（下北半島のニホンザル）（案）について

報告 １）青森・岩手県境不法投棄事案の原状回復対策について
　資料：県環境政策課

２　青森県環境影響評価審査会

　青森県環境影響評価条例の規定により環境影響評価に

関する事項を調査審議するため、平成11年12月から青森

規定により、温泉法及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項

を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県における自

然環境の保全に関する重要事項を調査審議することで

す。

県附属機関に関する条例に基づき設置されています｡

　同審査会は、平成29年３月31日現在、学識経験者20人

で組織しています｡

　平成28年度の開催状況は、表１－２－５のとおりです｡

　同審議会は、平成29年３月31日現在、学識経験を有す

る者30人、温泉に関する事業に従事する者１人の計31人

で組織しています。

　平成28年度の開催状況は、表１－２－４のとおりです。 

表１－２－５　青森県環境影響評価審査会部会の開催状況

回次 開催年月日 区分 審　　議　　等　　事　　項

第１回 H28．５．13
諮問
答申

（１）八森風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見について
（２） 雲雀平風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見につい

て
（３） 横浜町北風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見につ

いて

第２回 H28．５．17
諮問
答申

（１） 廃棄物焼却施設設置事業（低濃度ＰＣＢ及び医療系廃棄物）環境影
響評価方法書に対する意見について

（２） （仮称）青森県野辺地町地点風力発電事業計画段階環境配慮書に対す
る意見について

（３） （仮称）青森県横浜町地点風力発電事業計画段階環境配慮書に対する
意見について

第３回 H28．７．22
諮問
答申

青森市太陽光発電所建設事業環境影響評価方法書に対する意見について

第４回 H28．８．10
諮問
答申

（仮称）稲庭田子風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見について

第５回 H28．９．13
諮問
答申

（仮称）八幡岳風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見について
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３　青森県公害審査会

　公害紛争処理法の規定により、昭和45年11月に青森県

附属機関に関する条例に基づき設置されており、公害に

係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行います。

　同審査会は、平成29年３月31日現在、学識経験者12人

で組織しています。

　平成28年度に同審査会が受け付けた事件はありませ

ん。

　なお、平成28年度までに処理された事件は、調停事件

５件、仲裁事件１件の計６件で、処理結果は調停成立２

件、調停打切り３件、和解による仲裁申請取下げ１件と

なっています。

回次 開催年月日 区分 審　　議　　等　　事　　項

第６回 H28．10．21
諮問
答申

（１）豊原風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見について
（２） 豊畑放牧場風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見に

ついて

第７回 H28．11．11
諮問
答申

（仮称）大高山風力発電事業計画段階環境配慮書に対する意見について

第８回 H28．11．24
諮問
答申

（仮称）稲庭岳風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する意見につ
いて

第９回 H28．12．19
諮問
答申

（仮称）折爪岳北風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見について

第10回 H28．12．26
諮問
答申

（仮称）新岩屋・新尻労風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見に
ついて

第11回 H29．１．31
諮問
答申

（１）（仮称）新むつ小川原ウィンドファーム事業計画段階環境配慮書に対
する意見について
（２）（仮称）新岩屋ウィンドパーク事業計画段階環境配慮書に対する意見
について

第12回 H29．２．20
諮問
答申

（仮称）稲庭風力発電事業環境影響評価方法書に対する意見について

　資料：県環境保全課


